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表紙

第103回

定時株主総会
招 集 ご 通 知
　

開 催 日 時
2026年６月25日（木曜日）
午前10時 受付開始 午前９時

開 催 場 所
東京都千代田区九段北四丁目２番25号
アルカディア市ヶ谷（私学会館）５階　大雪

議 　 　 案
第1号議案　取締役５名選任の件
第2号議案　監査役１名選任の件
第3号議案　補欠監査役１名選任の件 証券コード：6926
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株主各位

証券コード　6926
2026年６月９日

株　主　各　位
東 京 都 世 田 谷 区 等 々 力 六 丁 目 1 6 番 ９ 号

岡 谷 電 機 産 業 株 式 会 社
代表取締役
社長執行役員 高 屋 舗　明

第103回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第103回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知
申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各
ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのう
え、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
【当社ウェブサイト】
　https://www.okayaelec.co.jp
　（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「投資家情報」から表示される「IR

ニュース」の欄よりご確認ください。）
【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
　https://d.sokai.jp/6926/teiji/
【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
　（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」または「コー

ド」を入力、検索し、「検索結果」として表示される当社の「基本情報」、
「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある [株主総会招集通
知 / 株主総会資料] 欄よりご確認ください。）

　当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決
権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のう
え、2026年６月24日（水曜日）午後５時20分までに議決権をご行使ください
ますようお願い申し上げます。
　なお、議決権行使の方法につきましては、３～４ページの「議決権行使につい
てのご案内」をご参照ください。

敬　具
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株主各位

１．日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時
（受付開始時刻は午前９時を予定しております。）

２．場 所 東京都千代田区九段北四丁目２番25号
アルカディア市ヶ谷（私学会館）５階　大雪

３．株主総会の目的事項
報 告 事 項 １．第103期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第103期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役５名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否

の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を

有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑶インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問

わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑷代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人とし

て株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりま
すのでご了承ください。

以　上
     

① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
② 事業報告の「会社の支配に関する基本方針」
③ 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」
④ 連結計算書類の「連結注記表」
⑤ 計算書類の「株主資本等変動計算書」
⑥ 計算書類の「個別注記表」

記

◎当日ご来場の場合は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申し上げます。

◎車椅子でのご来場の方には、会場内に専用スペースをご用意しております。補助が必要な場合は
当社受付スタッフにお気軽に声をお掛けください。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、そ
の旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいた
しますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を省略してお
ります。

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が
会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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議決権行使

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願
い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご
提出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご表示のうえ、ご返送くだ
さい。

次ページの案内に従って、議案の
賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月25日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

2026年６月24日（水曜日）
午後５時20分到着分まで

2026年６月24日（水曜日）
午後５時20分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書はイメージです。

第1号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第2、3号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決
権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われた
ものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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議決権行使

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することな
く議決権行使ウェブサイトにログインすることができ
ます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数で
すがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力し
てログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサ
イトへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み
取ってください。1

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック
議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック
議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。3

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください
「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く９：00～21：00）
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当事業年度の事業の状況

( 2025年４月１ 日から )2026年３月31日まで

事　業　報　告

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及びその成果
イ．営業の状況
　当連結会計年度においては、緩やかな景気回復基調がみられる一方、物価上昇の継続
や原材料価格・エネルギー価格の高騰、長期金利の上昇等が下振れリスクとして懸念さ
れる状況となりました。海外では、米国の通商政策を巡る過度な懸念はやや後退したも
のの、中国における景気の足踏みや中東情勢等の地政学リスクの高まり等、先行き不透
明感は強く、景気・物価への影響が懸念されています。
　当社の主要な販売市場においては、空調機器向けにおいて緩やかな回復基調が継続す
るとともに、車載関連向けは増加傾向で推移しています。一方、産業機器向けは長期化
していた納入先における在庫調整が進展しつつあるものの、回復は想定よりもやや遅れ
ており、厳しい環境が続きました。
　このような経営環境のなか、販売体制の強化を進め、空調機器、産業機器、車載関連
等の重点分野を中心に新製品の拡販及び新規案件の獲得に注力し、受注高は前年度より
増加しましたが、過年度において急激に増加した売上高の反動減の影響もあり、本格的
な受注の回復は遅れている状況です。
　営業利益については、コスト構造改革の推進や製品価格の改定を引き続き進めており
ますが、原材料調達コストの更なる上昇やコンデンサ製品における新製品の立上げ並び
に生産ラインの再構築に伴う一時的な費用増加の影響を補うには至らず、営業損失とな
りました。また、当連結会計年度において当社が保有する政策保有株式の一部を売却し
たことにより投資有価証券売却益、並びに一部の事業における事業収益の悪化に伴う減
損損失を計上いたしました。
　当社は用途や使用環境が多様化するなかで、高い信頼性要求にこたえる製品ラインア
ップを一層拡充し、コンデンサ製品及びノイズ・サージ対策製品での新製品供給に対応
した生産ラインの強化を進めると同時に、既存生産ラインの再編等による生産性向上並
びに多岐にわたる原価改善への取組みを強化しております。また、事業構造の見直しを
進めるとともに、製品の統廃合、新製品への切り替え、価格改定を着実に進め収益性の
改善を進めてまいります。収益力回復に向けたこれらの取組みとともに、営業本部と技
術本部の連携を強化し、豊富な製品群を活かしたＥＭＣ対策(*)の提案力をさらに高めて
いくことで、安定的な収益基盤構築への取組みを加速してまいります。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は102億28百万円（前年比107％）、営業損
失は17億38百万円（前年度は17億49百万円の営業損失）、経常損失は17億71百万円
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当事業年度の事業の状況

（前年度は17億２百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純損失は16億22百
万円（前年度は17億５百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。
(*)ＥＭＣ：Electro Magnetic Compatibility 電磁両立性を表し、電磁ノイズと総称さ
れます。
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当事業年度の事業の状況

部 門 売 上 高 受 注 高

コ ン デ ン サ 製 品 4,713百万円 4,987百万円

ノ イ ズ ・ サ ー ジ 対 策 製 品 3,454 3,537

表 示 ・ 照 明 製 品 1,750 1,835

セ ン サ 製 品 310 371

東莞岡谷電子有限公司 コンデンサ製品の製造設備
OKAYA LANKA(PRIVATE) LIMITED    コンデンサ製品の製造設備

ロ．部門別概況
コンデンサ製品
　海外において主力分野である空調機器向けと産業機器向けが増加したことにより、コ
ンデンサ製品の売上高は47億13百万円（前年比121％）となりました。

ノイズ・サージ対策製品
　海外において主力分野である空調機器向けと産業機器向けが増加したことにより、ノ
イズ・サージ対策製品の売上高は34億54百万円（同107％）となりました。

表示・照明製品
　前年度に増加した防衛産業向けの減少により、表示・照明製品の売上高は17億50百
万円（同78％）となりました。

センサ製品
　国内における産業機器向け及び時計指針補正用等の増加により、センサ製品の売上高
は３億10百万円（同133％）となりました。

部門別売上高実績

②　設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資実施額は247百万円であり、その

主なものは、次のとおりであります。
当連結会計年度に完成した主要な設備投資

③　資金調達の状況
特記すべき事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な子会社及び関連会社の状況

項　　　　　目 2022年度
第 100 期

2023年度
第 101 期

2024年度
第 102 期

2025年度
(当連結会計年度)

第 103 期
受 注 高 (百万円) 14,944 5,304 8,356 10,731

売 上 高 (百万円) 17,109 14,323 9,598 10,228
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ） (百万円) 830 429 △1,702 △1,771
親会社株主に帰属する当期
純利益又は親会社株主に帰
属 す る 当 期 純 損 失 （ △ ）

(百万円) 613 120 △1,705 △1,622

１株当たり当期純利益又は１
株当たり当期純損失（△） (円) 27.42 5.41 △76.24 △72.47

総 資 産
（ 純 　  資 　  産 ） (百万円) 16,789

(8,228)
17,059
(9,037)

14,045
(7,068)

13,401
(5,924)

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 367.90 404.13 315.80 264.66

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数によ
り、１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。いずれにお
いても控除される自己株式数には、「株式給付信託（BBT）」に係る信託財産として「株式会社日本カス
トディ銀行（信託Ｅ口）」が保有する当社株式が含まれています。

会　　　社　　　名 資 本 金 議 決 権 比 率 主要な事業内容

東 北 オ カ ヤ 株 式 会 社 80,000千円 100.00％ 電子部品の製造販売

Ｏ Ｓ Ｄ 株 式 会 社 10,000千円 100.00 電子部品の製造販売

岡 谷 香 港 有 限 公 司 30,700千HK$ 100.00 電子部品の製造販売

東 莞 岡 谷 電 子 有 限 公 司 9,000千US$ 100.00 電子部品の製造販売

O K A Y A  L A N K A ( P R I V A T E )  L I M I T E D 250,000千LKR 100.00 電子部品の製造販売

岡 谷 香 港 貿 易 有 限 公 司 600千HK$ 100.00 電子部品の輸入販売

OKAYA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD. 10,000千THB 100.00 電子部品の輸入販売

OKAYA ELECTRIC (SINGAPORE) PTE LTD 500千S$ 100.00 電子部品の輸入販売

OKAYA ELECTRIC AMERICA, INC. 400千US$ 100.00 電子部品の輸入販売

⑶　重要な子会社の状況

（注）上記の議決権比率には、当社の子会社が所有する議決権が含まれています。
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対処すべき課題

⑷　対処すべき課題
①当社事業を取り巻く環境
　アジアメーカーの技術力向上にともなう競争が激化するなか、新たな販売領域の確保
と既存品の競争力強化、安定的な商品供給等、様々な対応が求められています。また、
中国における不動産市場の低迷等を背景にした景気減速の長期化や中東情勢をはじめと
する地政学リスク等、先行き不透明な状況が継続しています。また、電子部品業界につ
きましては、空調機器向けにおいて緩やかながらも受注回復の兆しがみられる一方、在
庫調整が長期化している産業機器市場の回復は遅れており厳しい状況が続いています。
　このような事業環境下、当社は、多様化するニーズに応える技術基盤の強化、生産能
力並びに生産性の向上、コスト構造改革の推進、製品価格の改定等の取組みにより、多
様な分野における様々な用途での販売実績を積み上げ、競争力向上と収益基盤の強化に
取組んでまいります。

②各セグメントの課題対応
　コンデンサ製品事業においては、顧客の使用環境の多様化により、耐高温・高湿製品
のさらなるラインアップ拡充が求められています。これを実現することで、従来納入が
困難であった業界・分野へ進出する足がかりとし、販路拡大、売上増に努めてまいりま
す。また、高周波対応コンデンサの開発にあたっては、ユーザーと実証実験を開発部門
にて進めております。この他、国際規格の改版に伴う製品性能の高度化が求められてい
るため、社内検証を進めております。
　ノイズ・サージ対策製品事業においては、機器のデジタル化・高周波化・高速伝送化
に伴い電子機器の高機能化が進むなか、電子回路の安定性を確保するノイズ対策技術の
高度化要求が強くなっています。従来それぞれの部門において蓄積してきたノイズフィ
ルタ技術、サージプロテクト技術及び基幹技術をさらに高めていくとともに、コンデン
サ製品事業とのシナジーを高めた一体的な製品戦略並びに提案力を強化していきます。
また、新たな国際規格に適応した製品開発も進めながら、「ノイズ・サージ対策のパー
トナー」としての地位の確立に努めてまいります。
　表示・照明製品事業においては、特定顧客を納入対象とするカスタム品が主軸であ
り、さらなる拡大のため、独自技術の開発や新たな業界・分野における顧客獲得の必要
があります。
　センサ製品事業においては、産業機器向けエンコーダ用や時計指針補正用といった特
定分野の製品において高い評価をいただいておりますが、今後はより販路を充実させ、
ユーザーの拡大を図る必要があります。
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対処すべき課題

③技術・品質・生産の組織能力の強化
　当社は顧客からの信頼こそがＯＫＡＹＡブランドそのものであると認識し、これをよ
り一層高めるべく、技術・品質・生産全体のレベルアップを推進しております。
　当社が成長市場と位置付け注力している産業機器、空調機器、車載関連等の分野で
は、顧客からの要求事項や安全性に関する国際規格の高度化が顕著であり、これらに適
切に対応してまいります。また、当社は多品種にわたる製品の安定供給を実現しながら
余剰在庫の発生を回避するため、受注生産方式を採用しておりますが、急激な受注量の
変動に対応できるよう、生産工程のより一層の自動化等の生産性向上を加速してまいり
ます。さらに、組織体制の変更や専門人材の集約、受注から納品までを一元管理する基
幹システムの刷新に向けた取組みも行っております。また、一部の生産設備については
ＩｏＴ化による生産状況のリアルタイム把握やトレーサビリティ向上を図る試みを実施
しております。
　新規ビジネス機会の創出や新技術の開発については、技術本部内の開発部署や社長直
下の部署にて取組んでおり、多様な部署が協力し合うことでの相乗効果を得られるよう
に進めております。

④生産部門を中心とする緊急時への対応力の強化
　当社は従前より、緊急事態発生時の初動対応や優先的に実施する諸施策等について、
グループ全体でのＢＣＰ（事業継続計画）運用に取組んでおります。災害に起因する影
響の他、半導体や電子部品の調達困難等、より深刻化・多様化するリスクへの対応とし
て、主力製品の代替生産体制の整備や生産・調達体制の見直し等、ＢＣＰの実効性向上
に取組んでおります。

⑤サステナビリティ・ＣＳＲへの取組み
　社会から信頼される成熟した企業を目指し、グループ全体でサステナビリティ・ＣＳ
Ｒへの取組みを強化してまいります。サステナビリティに関する取組みは、リスクの低
減・収益機会に繋がる重要な課題と認識し、営業・購買・生産等の様々な領域で、社
会・環境への長期的な配慮を実現した事業活動に取組んでまいります。ＣＳＲに関する
取組みは、岡谷グループ人権方針を制定し、コンプライアンス体制の強化を図っており
ます。

⑥社会環境・構造の変化への対応
　原材料価格の変動やエネルギー価格の上昇に加え、中国の景気減速の長期化や不安定
な為替市場等の事象に対し、業務の仕組みやインフラの見直しを図っております。今後
も社会の変化に柔軟に対応し、社員の働き方や顧客サービス提供のあり方を見直してい
く必要があります。

－ 10 －



2026/05/25 16:58:02 / 25298498_岡谷電機産業株式会社_招集通知_電子提供措置用

対処すべき課題

⑦その他の課題
　当社及び当社グループは、当連結会計年度及び前連結会計年度において重要な営業損
失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在して
いるものと認識しております。
　この状況を解消するため、当社グループは2026年４月より開始した第12次中期経営
計画において、売上高の回復及び収益性の改善を柱に、事業の根本的な見直しを図って
おります。
　財務面においては、第12次中期経営計画にて推進する固定費の徹底的な削減及び金
融機関からの資金調達により、当面の事業資金が確保できる見通しであり、当連結会計
年度末において資金繰りの大きな懸念はありません。
　以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断して
おります。
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主要な事業内容、主要な拠点、使用人の状況

⑸　主要な事業内容（2026年３月31日現在）
　当社グループは次の製品の製造販売をしております。

コンデンサ製品、ノイズ・サージ対策製品、表示・照明製品、センサ製品

本 社 東京都世田谷区等々力六丁目16番９号
営 業 所 東関東（東京都世田谷区）、西関東（東京都世田谷区）、名古屋（名

古屋市東区）、大阪（大阪市福島区）、長野（長野県岡谷市）
出 張 所 福岡（福岡市博多区）
国 内 開 発 拠 点 長野事業所（長野県岡谷市）、埼玉事業所（埼玉県行田市）
国 内 生 産 拠 点 東北オカヤ株式会社（岩手県一関市・福島県安達郡）、ＯＳＤ株式会

社（埼玉県行田市）
海 外 生 産 拠 点 岡谷香港有限公司（香港）、東莞岡谷電子有限公司（中国広東省東莞

市）、OKAYA LANKA (PRIVATE) LIMITED（スリランカ）
海 外 販 売 拠 点 岡谷香港貿易有限公司（香港）、OKAYA ELECTRIC (THAILAND) 

CO., LTD.（タイ国バンコク都）、OKAYA ELECTRIC (SINGAPORE) 
PTE LTD（シンガポール）、OKAYA ELECTRIC AMERICA, INC.
（米国インディアナ州）

⑹　主要な拠点（2026年３月31日現在）

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

1,101（222）名 44名増（52名減）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

157（27）名 ６名減（１名増） 44.9歳 16.9年

⑺　使用人の状況（2026年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１．当社グループ（当社及び連結子会社）は、複数のセグメントの製品及び商品を取り扱っており、セグ
メント別区分が困難なため事業のセグメント別従業員数は記載しておりません。

２．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しており
ます。

３．正規使用人増加の主な要因は、OKAYA LANKA (PRIVATE) LIMITED における人員増であり、パー
ト及び嘱託社員減少の主な要因は、東莞岡谷電子有限公司における人員減であります。

②　当社の使用人の状況

（注）　使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。
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主要な借入先の状況、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、その他企業集団の現況に関する重要な事項

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,099百万円

株 式 会 社 八 十 二 長 野 銀 行 560

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 450

⑻　主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

⑼　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
　当社及び関係会社（以下、「当社グループ」と言います）は、社是の「誠意」と経営理
念である「ファイネストカンパニー（ 美しき良き会社 ）」、「ファイネストワーク（ 美
しき良き仕事 ）」を踏まえて、健全な事業活動を展開するにあたり、法令等を遵守し、
社会規範・企業倫理に則って行動するとともに、地球環境保全、社会貢献、人権尊重等に
ついて企業の社会的責任を果たすことを基本方針としております。そのために、当社は、
健全で透明性の高いコーポレートガバナンスを構築し、当社グループ各社を適切に統治い
たします。
　当社は、株主に対する受託者責任及び顧客、社会、社員等のステークホルダーに対する
責任を果たし、上記の経営理念を踏まえ、実効性あるコーポレートガバナンス体制を構築
し、当社グループの企業価値を永続的に高めるよう努めてまいります。
　なお、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な枠組み及び考え方を「コーポレ
ートガバナンス基本方針」として制定し、当社ウェブサイトにおいて公開しております。

　URL　https://www.okayaelec.co.jp/dcms_media/other/cg_231101.pdf

⑽　その他企業集団の現況に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。
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株式に関する事項

①　発行可能株式総数 90,000,000株
②　発行済株式の総数 22,921,562株

③　株主数 12,963名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 退 職 給 付 信 託 沖 電 気 工 業 口 36,020百株 15.86％

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 20,660 9.10

Ｔ Ｐ Ｒ 株 式 会 社 14,400 6.34

安 田 不 動 産 株 式 会 社 8,885 3.91

岡 谷 企 業 財 形 会 8,422 3.71

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 8,324 3.66

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 4,650 2.05

岡 谷 電 機 産 業 従 業 員 投 資 会 3,692 1.63

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 Ｅ 口 ） 3,302 1.45

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 2,570 1.13

２．会社の現況に関する事項
⑴　株式に関する事項（2026年３月31日現在）

（自己株式207,528株を含む）

④　大株主（上位10名）

（注）１．持株比率は自己株式（207,528株）を控除して計算しております。なお、株式給付信託（ＢＢＴ）導
入により「株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）」が保有している当社株式330,200株は、上記
の自己株式数には含まれていません。また、本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の
指図に基づき一律に行使しないものとすることで、当社経営への中立性を確保しています。

２．みずほ信託銀行株式会社退職給付信託沖電気工業口は、沖電気工業株式会社がみずほ信託銀行株式会
社に当社株式を信託する退職給付信託契約を締結した信託財産であり、議決権の行使については沖電
気工業株式会社の指図によって行使されることになっています。

３．持株数は百株未満を切り捨てて表示しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 高 屋 舗 　 　 　 明 社長執行役員
取 締 役 山 田 尚 人 会長執行役員
取 締 役 本 間 　 勤 上席執行役員 生産本部長
取 締 役 房 前 芳 一
取 締 役 寺 本 　 進
常 勤 監 査 役 石 動 智 之
監 査 役 吉 野 　 卓
監 査 役 有 賀 義 和

⑵　会社役員に関する事項
①　取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１．取締役房前芳一氏及び寺本進氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役石動智之氏及び監査役有賀義和氏は、社外監査役であります。
３．当事業年度の監査役の異動は次の通りであります。
　　2025年６月25日開催の第102回定時株主総会において石動智之氏が監査役に選任され、同日付で就

任いたしました。吉村太一氏は2025年６月25日付で監査役を退任いたしました。
４．監査役吉野卓氏は、沖電気工業株式会社及び当社にて、約40年にわたり決算手続並びに財務諸表等

の作成に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
５．当社は、取締役房前芳一氏及び寺本進氏、常勤監査役石動智之氏及び監査役有賀義和氏を東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と各取締役（業務執行取締役等を除く）及び各監査役は、会社法第427条第１項の
規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額
としております。

③　補償契約の内容の概要
　当社と取締役である高屋舗明氏、山田尚人氏、本間勤氏、房前芳一氏及び寺本進氏、監
査役である石動智之氏、吉野卓氏及び有賀義和氏は、会社法第430条の２第１項に規定す
る補償契約を締結しております。当該補償契約では、同項第１号の費用及び同項第２号の
損失を法令の定める範囲において当社が補償することとしております。ただし、補償対象
者が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当社に損害を加える目的で職務を執行
したことが判明したときは、補償を受けた費用等を返還させる等を条件としております。
なお、当社は各執行役員とも同内容の補償契約を締結しております。

－ 15 －
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④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
イ．被保険者の範囲
　当社及び全ての関係会社の取締役・監査役及び執行役員

ロ．保険契約の内容の概要
　会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
しており、被保険者が イ の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む）
に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等
を補償することとしております。ただし贈収賄などの犯罪行為や意図的な違法行為を行っ
た役員自身の損害等は対象外とすることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわれな
いように措置を講じております。保険料は、全額を当社が負担しております。

⑤　取締役及び監査役の報酬等
イ．取締役の報酬等の決定に関する方針等
　当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して
おります。当該方針の内容は以下のとおりです。
【１】基本方針
（１）取締役の報酬は、当社業績の向上と中長期的な企業価値向上の実現に必要な人材の

確保に資するものとする。
（２）取締役の報酬は固定報酬である基本報酬と業績に応じて変動する業績連動報酬で構

成する。社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとす
る。

（３）取締役の個人別の報酬は役位、職責、在任年数等に応じ、当社の経営環境等も勘案
し決定する。

【２】報酬等（業績に連動しない金銭報酬）の額またはその算定方法
　取締役の基本報酬は役位、職責、在任年数等に応じて当社の業績等も考慮しなが
ら、総合的に勘案して支給額を決定する。

【３】業績連動報酬等の算定方法
　業績連動報酬は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確
にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的
とする。
　業績連動報酬は、当社が拠出する金銭を原資として信託を通じて当社株式を取得
し、取締役に給付する株式給付信託で構成する。取締役には役員株式給付規程に従
って、役位に応じて設定される基準ポイントに、各事業年度における営業利益の目
標値の達成率に連動した係数に応じた当社株式給付のポイントを付与する。
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【４】報酬等の種類ごとの割合
　報酬には固定の金銭報酬である基本報酬と、業績連動報酬がある。業績連動報酬
の報酬全体に占める割合は、最大30%とする。

【５】取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　取締役の個人別の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範
囲内で、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長がその報酬等の具体的内容を決
定する権限について委任を受けるものとする。その具体的内容は、各取締役の固定
報酬の額とする。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外
取締役を委員長とする人事報酬委員会に諮問し答申を得るものとする。

【６】報酬等を与える時期または条件
　基本報酬は、月例の固定金銭報酬とする。
　業績連動報酬は、対象となる取締役に対して、取締役会で定めた役員株式給付規
程に従って、役位に応じたポイントを付与し、付与を受けたポイントの数に応じ
て、取締役を退任した時に当社株式を給付する。なお、給付の一定割合について
は、株式を換価し得られる金銭を給付する。

－ 17 －
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区 分 報 酬 等 の 総 額
（ 千 円 ）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（ 名 ）基 本 報 酬 業 績 連 動 報 酬 等

（非金銭報酬等）

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

84,772
（10,080）

84,772
（10,080）

－
(－)

5
（２）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

26,400
（21,600）

26,400
（21,600）

－
(－)

4
（３）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

111,172
（31,680）

111,172
（31,680）

－
(－)

9
（５）

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．業績連動報酬等にかかる業績指標は、期初に定めた営業利益（開示した業績予想）であり、その実績

は営業損失1,738百万円であります。当該指標を選択した理由は、事業の成績や効率性を表す指標で
あるためであります。当社の業績連動報酬は、職位別の基準ポイントに対して業績連動係数を乗じた
もので算定されております。

３．非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件は「イ．取締役の報酬等の決定に関する
方針等」のとおりであります。また、当該事業年度における交付状況は「２.（１）⑤　当事業年度中
に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

４．業績連動報酬等（非金銭報酬等）は、報酬の対象期間に応じて複数年にわたって費用を計上する業績
連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」の当事業年度の費用計上額であります。

５．取締役の報酬額は、2008年６月24日開催の第85回定時株主総会において年額220,000千円以内
（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役
の員数は６名（うち、社外取締役は１名）です。

６．監査役の報酬額は、2008年６月24日開催の第85回定時株主総会において年額60,000千円以内と決
議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

７．上記５．の報酬限度額のほか、2017年６月23日開催の第94回定時株主総会において、業績連動型
株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」として、取締役（社外取締役除く）及び上席執行役員以上に
対し、183百万円（うち、取締役分として132百万円）を上限とした信託への拠出を決議いただいて
おります。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は３名、上席執行役員以上の
員数は３名です。

８．監査役の報酬等の額には、2025年６月25日開催の第102回定時株主総会終結の時をもって退任した
監査役１名（うち社外監査役１名）の在任中の報酬等が含まれております。

⑥　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の兼職状況（他の会社の業務執行者である場合）及び当社と当該他の法人

等との関係
特記すべき事項はありません。

ロ．他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
特記すべき事項はありません。

－ 18 －
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出 席 回 数 発言状況及び社外取締役に期待される
役割に関して行った職務の概要取締役会 監査役会

取 締 役 房 前 芳 一 24回
（100％）

取締役房前芳一氏は、製造業の執行役員、工場長、
海外関係会社社長の経験、高い見識から取締役会に
おいて積極的に意見を述べており、特に、技術・品
質管理などについて専門的な助言を行うなど、意思
決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割
を果たしております。また、人事報酬委員会の委員
として、当事業年度に開催された委員会の全てに出
席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選
定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導
しております。なお、2024年度からは人事報酬委
員会の委員長に就任しております。

取 締 役 寺 本 進 24回
（100％）

取締役寺本進氏は、製造業の執行役員、工場長、品
質統括等の経験に加え、大学院教授として研究・教
育に携わった経験も有しております。高い見識から
取締役会において積極的に意見を述べており、経営
全般にわたって専門的な助言を行うなど、意思決定
の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果
たしております。また、人事報酬委員会の委員とし
て、当事業年度に開催された委員会の全てに出席
し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定
や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導し
ております。

常 勤
監 査 役 石 動 智 之 19回

（100％）
11回

（100％）

常勤監査役石動智之氏は、金融業での豊富な経験に
加え、不動産業での監査役の経験も有しておりま
す。高い見識から取締役会及び監査役会において、
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの発言を行っております。また、監査役会におい
て、経営や監査活動全般について客観性や中立性を
重視した発言を行っております。
同氏は、2025年6月25日開催の第102回定時株主
総会において新たに選任されたため、取締役会及び
監査役会の開催回数が他の社外監査役と異なりま
す。

監 査 役 有 賀 義 和 24回
（100％）

15回
（100％）

監査役有賀義和氏は、製造業での豊富な経験と高い
見識から取締役会及び監査役会において、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言
を行っております。また、監査役会において、経営
や内部監査等について客観性や中立性を重視した発
言を行っております。

ハ．当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況

（注）（　）内に出席率を記載しております。
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支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 63百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 63

支払額

当事業年度に係る会計監査人と同一ネットワークに対する監査報酬の額 5百万円

当社及び子会社が会計監査人と同一ネットワークに対して支払う非監査報酬の額 －

⑶　会計監査人の状況
①　名　　　称　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

（注）監査法人との契約によって、会社法上の監査と金融商品取引法上の監査を区分していないため、当事業年
度に係る会計監査人の報酬等の額については、これらの合計額を記載しています。

③　会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
　日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査
項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画との実績の状況を確認し、
当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につ
き、会社法第399条第1項の同意を行っております。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し
た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決
定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役
会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任
した旨及びその理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めて
おりますが、当該内容の契約の締結は行っておりません。
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連結貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

7,766,707
2,591,823
2,818,762
732,497
364,300
921,107
109,993
230,140
△1,916

5,634,877
2,641,186
789,906
379,035
110,854
974,302
152,838
234,248
207,001
16,338

185,725
4,938

2,786,688
2,497,906
186,151
227,593

△124,963　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 4,230,416
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 673,237
短 期 借 入 金 1,299,650
一年内返済予定の長期借入金 1,156,983
リ ー ス 債 務 78,533
未 払 費 用 403,885
未 払 法 人 税 等 50,017
未 払 金 304,657
そ の 他 263,451
固 定 負 債 3,247,001
長 期 借 入 金 1,819,360
リ ー ス 債 務 103,524
繰 延 税 金 負 債 556,343
役 員 株 式 給 付 引 当 金 39,917
再評価に係る繰延税金負債 181,948
退 職 給 付 に 係 る 負 債 518,349
資 産 除 去 債 務 7,505
そ の 他 20,052
負 債 合 計 7,477,417

（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）
株 主 資 本 3,162,738
資 本 金 2,295,169
資 本 剰 余 金 1,931,557
利 益 剰 余 金 △885,411
自 己 株 式 △178,577
その他の包括利益累計額 2,761,429
その他有価証券評価差額金 1,227,520
土 地 再 評 価 差 額 金 419,644
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,090,708
退職給付に係る調整累計額 23,554
純 資 産 合 計 5,924,167

資 産 合 計 13,401,584 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,401,584

連　結　貸　借　対　照　表
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連結損益計算書

( 2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 10,228,629
売 上 原 価 9,296,923
売 上 総 利 益 931,705

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,669,880
営 業 損 失 1,738,175

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 104,141
そ の 他 12,100 116,242

営 業 外 費 用
支 払 利 息 86,644
為 替 差 損 48,618
そ の 他 14,316 149,579
経 常 損 失 1,771,512

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 3,731
投 資 有 価 証 券 売 却 益 200,127 203,859

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 2,733
減 損 損 失 90,509 93,242
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 1,660,895
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 61,587
法 人 税 等 調 整 額 △100,361 △38,774
当 期 純 損 失 1,622,121
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 1,622,121

連　結　損　益　計　算　書
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貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 収 入 金
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
そ の 他
貸 倒 引 当 金

　

7,303,925
1,653,949

513
905,616

2,247,337
386,105
66,531
27,203
58,577

2,242,394
206,065

△490,369
4,983,153
878,155
316,587

2,926
33,630
46,441

395,435
26,462
56,669
82,285
7,765

70,777
3,742

4,022,712
2,201,699
1,750,775
195,201

△124,963
　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 5,647,881

支 払 手 形 80,340
買 掛 金 1,279,390
短 期 借 入 金 2,767,807
一年内返済予定の長期借入金 1,156,983
リ ー ス 債 務 6,256
未 払 金 202,263
未 払 費 用 127,734
未 払 法 人 税 等 21,920
そ の 他 5,185

固 定 負 債 3,008,342
長 期 借 入 金 1,819,360
リ ー ス 債 務 27,985
退 職 給 付 引 当 金 511,446
役 員 株 式 給 付 引 当 金 39,917
繰 延 税 金 負 債 509,097
再評価に係る繰延税金負債 93,030
資 産 除 去 債 務 7,505
負 債 合 計 8,656,224

（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 2,220,122
資 本 金 2,295,169
資 本 剰 余 金 1,931,557
資 本 準 備 金 1,157,189
そ の 他 資 本 剰 余 金 774,368

利 益 剰 余 金 △1,828,027
利 益 準 備 金 189,962
そ の 他 利 益 剰 余 金 △2,017,989
繰 越 利 益 剰 余 金 △2,017,989

自 己 株 式 △178,577
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,410,732
その他有価証券評価差額金 1,193,247
土 地 再 評 価 差 額 金 217,484
純 資 産 合 計 3,630,854

資 産 合 計 12,287,079 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,287,079

貸　借　対　照　表
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損益計算書

( 2025年４月 1 日から )2026年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,933,667
売 上 原 価 8,835,978
売 上 総 利 益 97,688

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,545,462
営 業 損 失 1,447,773

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 157,797

設 備 賃 貸 料 14,858

そ の 他 4,095 176,750

営 業 外 費 用
支 払 利 息 127,510

設 備 賃 貸 料 原 価 13,961

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 258,572

為 替 差 損 34,236

そ の 他 2,348 436,629

経 常 損 失 1,707,651
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 200,127 200,127

特 別 損 失
関 係 会 社 株 式 評 価 損 19,000

減 損 損 失 340,319 359,319

税 引 前 当 期 純 損 失 1,866,843
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,000

法 人 税 等 調 整 額 △44,529 △33,529

当 期 純 損 失 1,833,314

損　益　計　算　書
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 矢 嶋 泰 久
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 　 賢

独立監査人の監査報告書
2026年５月22日

岡谷電機産業株式会社
取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人
東京事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、岡谷電機産業株式会社の2025年４月１日から

2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、岡谷電機産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
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連結計算書類に係る会計監査報告

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 矢 嶋 泰 久
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 　 賢

独立監査人の監査報告書
2026年５月22日

岡谷電機産業株式会社
取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人
東京事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、岡谷電機産業株式会社の2025年４月１日

から2026年３月31日までの第103期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 28 －
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

－ 29 －
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計算書類に係る会計監査報告

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 30 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第103期事業年度における取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本

監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、監査計画（監査方針、監査実施計画、職務の分担等）を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役、執行役員等及び会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、社外取締役と定期的に意見及び情報の交換

を行いました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締

役、執行役員、経営監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努

めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に

おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監

査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし

て会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当

該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた「内部統制

システムに係る監査の実施基準」に準拠し、取締役、執行役員及び使用人等からその構築及び運用

の状況について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

監査役会の監査報告

－ 31 －
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監査役会の監査報告

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも

に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備し

ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結株主資本等変動計算書）について検討いたしました。

２．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス

テムに関する事業報告の記載内容についても、指摘すべき事項は認められません。監査役会として
は、内部統制システムは経営環境の変化に応じた不断の整備・強化が重要であると認識しており、
今後の更なる改善取組みを監視・検証してまいります。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人　有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人　有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月25日

岡谷電機産業株式会社　監査役会
常 勤 監 査 役
( 社 外 監 査 役 ) 石 動 智 之 ㊞
監 査 役 吉 野 　 卓 ㊞
監 査 役
( 社 外 監 査 役 ) 有 賀 義 和 ㊞

　

以　上

－ 32 －
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取締役５名選任の件

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当社の株式の数

１

【重任】
た か や し き 　 あ き ら

高 屋 舗 　 明
(1961年７月６日)

1985年４月 当社入社
2007年４月 オカヤ エレクトリック シンガポール プ

ライベート リミテッド社長
2011年４月 営業本部事業営業統括部長兼ノイズ事業

営業部長
2012年４月 執行役員営業本部副本部長兼事業営業統

括部長
2013年４月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長
2016年４月 上席執行役員営業本部長
2017年６月 取締役上席執行役員営業本部長
2020年４月 取締役常務執行役員営業本部長
2022年４月 代表取締役社長執行役員営業本部長
2024年４月 代表取締役社長執行役員（現）

56,800株

【取締役候補者とした理由】
　高屋舗明氏は、長年にわたり国内及び海外における営業活動を牽引し、同分野における実績と経
験を有しております。2022年４月に代表取締役社長に就任し、経営の指揮、重要な業務執行の決
定を行ってきており、引き続き取締役会の議長及び構成員としてさらなる業績向上に寄与すると判
断いたしました。

株主総会参考書類

第１号議案　取締役５名選任の件
　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。したがいまして、
取締役５名（うち社外取締役２名）の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 33 －
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取締役５名選任の件

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当 社 の 株 式 の 数

２

【重任】
ほ ん ま 　 つ と む

本 間 　 勤
(1960年11月23日)

1983年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀
行）入社

1999年11月 同行ロンドン支店副支店長
2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行欧州企

画部次長
2008年４月 同行欧州業務管理部部長
2010年５月 株式会社みずほフィナンシャルグループ

経営企画部付審議役
2013年４月 当社理事
2014年４月 執行役員経営本部副本部長
2016年４月 上席執行役員経営企画室長
2020年４月 上席執行役員生産本部長兼生産統括部長
2020年７月 取締役上席執行役員生産本部長兼生産統

括部長
2022年４月 取締役上席執行役員生産本部長（現）

34,000株

【取締役候補者とした理由】
　本間勤氏は、前職及び当社での経験により、国内及び海外において様々な分野の実績と知見を有
しております。また、当社経営企画室長としての実績に加え、2020年７月からは取締役生産本部
長として組織を牽引しており、引き続き取締役会の構成員としてさらに当社事業へ貢献するものと
判断いたしました。

３

【新任】
か な ま る 　 　 ま さ お

金 丸 　 昌 雄
(1964年11月12日)

1987年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀
行）入社

2011年４月 株式会社みずほコーポレート銀行戦略投
資部長

2012年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ
戦略投資部長

　　　　　　　株式会社みずほ銀行戦略投資部長
2013年４月 みずほ信託銀行株式会社資金証券部長
2015年４月 同行執行役員資金証券部長
2018年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ

常務執行役員グローバルコーポレートカ
ンパニー副担当役員

　　　　　　　みずほ信託銀行株式会社常務執行役員グ
ローバルマーケッツ部門長

2020年４月 当社理事
2020年５月 常務執行役員経営企画室長、コンプライ

アンス・リスク管理担当（現）

19,600株

【取締役候補者とした理由】
　金丸昌雄氏は、前職及び当社での経験により、様々な分野の実績と知見を有しております。
2020年５月からは常務執行役員経営企画室長として組織を牽引するとともに、コンプライアン
ス・リスク管理担当としてリスクの把握等において重要な視点を提供しており、取締役会の構成員
としてさらに当社事業へ貢献するものと判断いたしました。

－ 34 －
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取締役５名選任の件

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当社の株式の数

４

【重任】
ふ さ さ き 　 よ し か ず

房 前 芳 一
(1952年８月17日)

1977年４月 日機装株式会社入社
2001年４月 同社流体機器工場長
2006年４月 同社執行役員流体機器工場長
2008年４月 Nikkiso-KSB GmbH社長
2009年４月 株式会社日機装技術研究所（現日機装技

研株式会社）社長
2011年12月 日機装株式会社執行役員インダストリア

ル事業本部副本部長
2014年４月 同社業務推進役
2018年６月 当社社外取締役（現）

０株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　房前芳一氏は、前職において、工場長、海外関係会社社長をはじめとする幅広い経験と見識を有
しておられます。当社においても、中立の立場から事業活動及び経営に対して様々な提言や判断を
されており、引き続き社外取締役としての職務を遂行していただけると判断いたしました。なお、
同氏は2018年６月より当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもっ
て８年となります。

５

【重任】
て ら も と 　 す す む

寺 本 　 進
(1958年９月12日)

1982年４月 オリジン電気株式会社（現株式会社オリ
ジン）入社

2016年６月 同社執行役員エレクトロニクス事業部生
産管理部部長

2016年12月 同社執行役員エレクトロニクス事業部技
術開発・技術統括

2018年４月 同社執行役員エレクトロニクス事業部副
事業部長兼吉見工場長

2019年５月 同社執行役員エレクトロニクス事業部副
事業部長兼品質統括

2020年４月 同社エレクトロニクス事業部品質統括
2020年12月 同社エレクトロニクス事業部品質統括兼

埼玉大学大学院理工学研究科教授
2022年４月 同社経営企画本部部長兼埼玉大学大学院

理工学研究科教授
2024年６月 当社社外取締役（現）

０株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　寺本進氏は、前職において、技術開発、品質統括をはじめとする幅広い経験と見識を有し、更
に、大学院教授として研究及び教育に従事されました。当社においても、社外取締役としての職務
を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。なお、同氏は2024年６月より当社の社外
取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。

－ 35 －
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取締役５名選任の件

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．房前芳一氏及び寺本進氏は、社外取締役候補者であります。また、両氏は東京証券取引所の定める独

立役員の要件、及び当社社外取締役の独立性判断基準を満たしております。本総会において、房前芳
一氏及び寺本進氏の重任が承認可決された場合は、引き続き独立役員として指定する予定でありま
す。

３．当社は、房前芳一氏及び寺本進氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
当社定款規定により会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、本総会において、房
前芳一氏及び寺本進氏の重任が承認可決された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であり
ます。

４．取締役候補者の高屋舗明氏、本間勤氏、房前芳一氏及び寺本進氏は、当事業年度に開催された取締役
会24回全てに出席いたしました。

５．当社は、現任の取締役との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しております。
当該補償契約の内容の概要は、事業報告の「２．（２）③ 補償契約の内容の概要」に記載のとおり
です。本総会において、現任の取締役である候補者４名の重任が承認可決された場合は、当該契約を
継続する予定であります。また、本総会において、金丸昌雄氏の選任が承認可決された場合は、同氏
と同内容の補償契約を締結する予定であります。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「D&O保険」とい
う。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役及び監査役が業務に起因して損害
賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除
く。）等を塡補することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しており
ます。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。D&O保
険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予
定であります。

－ 36 －
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監査役１名選任の件

氏 名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る

当社の株式の数

【新任】
な が い 　 ひ ろ し

長 井 　 浩

(1962年１月18日)

1984年４月 沖電気工業株式会社入社
2012年12月 OKI EUROPE LTD.経理責任者
2016年５月 沖電気工業株式会社経営管理本部経理部　

IFRS準備室長
2018年４月 同社経営管理本部経理部長
2019年４月 同社グローバルグループ監査室グループ管理

チームチーフスペシャリスト
2025年４月 同社内部監査室付 兼 グループ管理チームマ

ネージャー（現）

0株

【社外監査役候補者とした理由】
　長井浩氏は、現職において監査業務に十分な見識を有しておられ、その幅広い経験に鑑み、社外監査役
としての職務を適切に遂行していただけると判断いたしました。

第２号議案　監査役１名選任の件
　本総会の終結の時をもって監査役吉野卓氏が辞任されますので、監査役１名の選
任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．長井浩氏は、社外監査役候補者であります。
３．当社と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結できる旨を定款で定めております。長井浩氏が選任された場合は、当社定款規定によ
り会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を損害賠償責任の限度額とする責任限定契約を締結
する予定であります。

４．当社は、監査役との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しております。当該補
償契約の内容の概要は、事業報告の「２．（２）③ 補償契約の内容の概要」に記載のとおりです。
本総会において、長井浩氏が選任された場合は、取締役会において決議のうえ、当該契約を締結する
予定であります。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「D&O保険」とい
う。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役及び監査役が業務に起因して損害
賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除
く。）等を塡補することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しており
ます。長井浩氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。D&O保
険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予
定であります。

－ 37 －
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補欠監査役１名選任の件

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当社の株式数

く ぼ た 　 や す ひ ろ

久 保 田 　 康 裕
(1967年７月26日)

1990年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
2016年４月 株式会社みずほ銀行ムンバイ支店長
2019年４月 同社執行役員バンコック支店長
2021年４月 同社常務執行役員アジア・オセアニア地域本部長
2023年４月 同社常務執行役員アジアパシフィック地域本部共

同本部長
2025年４月 同社理事
2025年７月 TPR株式会社顧問
2026年４月 同社常務執行役員（管理部門担当）IR・SR室長

（現）

0株

【補欠社外監査役候補者とした理由】
　久保田康裕氏の長年に渡り在籍していた金融機関における実績を高く評価し、また当社とは利害関係のな
い見地から適切な指導及び社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため、補欠社外
監査役として選任をお願いするものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願い
するものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．久保田康裕氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．当社と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結できる旨を定款で定めております。補欠の監査役候補者が監査役に就任された場合
は、当社定款の規定により会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を損害賠償責任の限度額と
する責任限定契約を締結する予定であります。

４．当社は、監査役との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しております。補欠の
監査役候補者が監査役に就任された場合は、当該契約を締結する予定であります。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
当社の取締役及び監査役が負担することになる業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことに
よって被る損害を当該保険により補填することとしております。なお、補欠の監査役候補者が監査役
に就任された場合は、当該保険契約の被保険者に含めることとなります。

以　上

－ 38 －
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【ご参考】　当社における社外取締役の独立性に関する基準

【ご参考】　当社における社外取締役の独立性に関する基準

　当社では、社外取締役が独立性を有すると判断するためには、現在または最近※において、
次の要件のいずれにも該当しないことが必要であると考えております。
※最近とは、過去3年間をいいます。
１．主要な取引先

（１）当社グループの主要な取引先※の業務執行者※。
（２）当社グループを主要な取引先※とする個人または法人の業務執行者※。
※主要な取引先とは、当該取引先との取引金額が当社または当該取引先の連結売上高の２％
を超える取引先をいいます。

※業務執行者とは、法人等の取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これら
に類する者及び使用人をいいます。（以下同様）

２．主要な借入先
当社グループの主要な借入先※の業務執行者。
※主要な借入先とは、当社の資金調達においては必要不可欠であり、代替性がない程度に依
存している借入先をいいます。

３．主要株主
当社の主要株主※もしくはその業務執行者。
※主要株主とは、当社普通株式の発行済総数の10%以上を保有する株主をいいます。

４．専門家
（１）当社から役員報酬以外に、過去3年間平均で年間1,000万円を超える金銭その他財産

上の利益を受けている法律専門家、会計専門家その他コンサルタント。
（２）当社から過去3年間平均で年間1,000万円を超える金銭その他財産上の利益を得てい

る法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人
その他団体の一員。

５．近親者
上記１から４に該当する者が、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者ま
たはそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合、その者の配偶者または二親等以
内の親族。

6．当社または当社グループの業務執行者
現在及び過去において当社または当社グループの業務執行者、取締役、監査役、執行役
員、会計参与、支配人。

－ 39 －
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【ご参考】　取締役のスキルマトリックス

候
補
者
番
号

氏
名

当
社
に
お
け
る
地
位

取
締
役
会

出
席
回
数

当社が各取締役に特に期待する分野
経
営
戦
略

財
務
・
会
計

法
務
・
リ
ス
ク
管
理

グ
ロ
ー
バ
ル
経
営

製
造
・
技
術
・IT

人
事
・
労
務
・
人
材
開
発
・
ダ

イ
バ
ー
シ
テ
ィ
（
多
様
性
）

ESG

経
営

(

環
境
・
社
会
・
ガ
バ
ナ
ン
ス)

品
質
・
安
全
・
環
境

1 高屋舗 明
代表取締役

社長執行役員
24回/24回 ○ ○ ○ 〇 ○ ○

2 本間 勤
取締役

上席執行役員
24回/24回 ○ 〇 ○ ○ ○

3 金丸 昌雄
取締役

常務執行役員
○ ○ ○ ○ ○

4 房前 芳一 社外取締役 24回/24回 ○ ○ ○ ○ ○

5 寺本 進 社外取締役 24回/24回 ○ ○ ○ ○ ○

【ご参考】　取締役のスキルマトリックス
　本株主総会において、各取締役候補者が選任された場合のスキルマトリックスは、以下のと
おりであります。

以上

－ 40 －
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地図

会 場 東京都千代田区九段北四丁目２番25号
アルカディア市ヶ谷（私学会館）５階　大雪
電話　03 (3261）9921

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

第103回　定時株主総会会場ご案内

（交通）
ＪＲ中央・総武線（各駅停車） 市ケ谷駅より徒歩２分
東京メトロ有楽町線・南北線 市ケ谷駅（Ａ１または１）出口より徒歩２分
都営地下鉄新宿線 市ヶ谷駅（Ａ１、Ａ４または１）出口より徒歩２分

（会場付近略図）

アルカディア市ヶ谷
（私学会館）

市
ヶ
谷
橋

日
本
テ
レ
ビ
通
り
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通り
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面
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面
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谷
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飯田
橋方
面→

ＪＲ
中央
・総
武線
(各駅

停車
)

交番

靖国通り 九段下方面→地下鉄1出口 地下鉄A1出口
市ヶ谷プラザ

日本大学
本部

りそな銀行

九段南四

A3出口

地下鉄
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正面玄関

外濠

外濠
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